
昭
和
四
十
三
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号

指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
で
「
指
定
漁
船
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
漁
船
を
い
う
。

一
　
船
員
法
第
一
条
第
二
項
第
三
号
の
漁
船
の
範
囲
を
定
め
る
政
令
第
二
号
の
漁
船
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及

び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
漁
業
（
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
る
も
の
を
、
同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
総
ト
ン
数
百
三
十
九
ト
ン
未
満
の
動

力
漁
船
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
漁
船

二
　
前
号
の
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
漁
場
か
ら
運
搬
す
る
漁
船

２
　
こ
の
省
令
で
「
操
業
期
間
」
と
は
、
操
業
を
指
揮
す
る
者
が
指
定
す
る
操
業
開
始
の
日
か
ら
操
業
終
了
の
日
ま
で
を
い
う
。

（
労
働
時
間
）

第
三
条
　
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
は
、
操
業
期
間
中
を
除
き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
日
に
つ
い
て
八
時
間
以
内

二
　
一
週
間
に
つ
い
て
四
十
時
間
以
内

第
四
条
　
削
除

（
操
業
期
間
中
の
休
息
時
間
）

第
五
条
　
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
漁
船
又
は
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
は
、
操
業
期
間
中
一
日
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
十
時
間
こ
れ
を
休
息
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
休
息
時
間
に
は
、
少
な
く
と
も
六
時
間
の
連
続
し
た
休
息
時
間
を
含
む
こ
と
を
要
す
る
。

３
　
船
長
は
、
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
息
時
間
を
二
日
に
つ
い
て
十
八
時
間
に
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
休
息
時
間
に
は
、
四
時
間
の
連
続
し
た
休
息
時
間
二
回
を
含
む
こ
と
を
要
す
る
。

５
　
船
舶
所
有
者
は
、
船
長
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
休
息
時
間
を
短
縮
し
た
場
合
は
、
二
日
以
内
に
、
短
縮
さ
れ
た
休
息
時
間
に
相
当
す
る
休
息
時
間
を
通
常
の
休
息
時
間
の
ほ
か
に
与
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
　
前
条
第
一
項
の
漁
船
以
外
の
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
は
、
操
業
期
間
中
一
日
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
八
時
間
こ
れ
を
休
息
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
船
長
は
、
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
息
時
間
を
二
日
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
十
六
時
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
操
業
期
間
中
の
労
働
時
間
の
短
縮
等
）

第
七
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
操
業
期
間
中
に
お
け
る
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
の
短
縮
に
努
め
る
と
と
も
に
、
操
業
期
間
中
以
外
に
お
い
て
も
労
働
時
間
の
短
縮
、
休
日
又
は
休
暇
の
付
与
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
指
定

漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
に
十
分
な
休
息
を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
日
）

第
八
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
操
業
期
間
中
を
除
き
、
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
に
一
週
間
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
一
日
の
休
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
船
長
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日
に
お
い
て
も
海
員
を
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
労
働
時
間
の
制
限
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
二
　
船
舶
所
有
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
船
員
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
船
員
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
船
員
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協

定
を
し
、
こ
れ
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
（
主
た
る
船
員
の
労
務
管
理
の
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
そ

の
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
航
海
中
の
労
働
時
間
の
制
限
を
超
え
て
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
を
作
業
に
従
事
さ
せ
、
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
指
定
漁
船
に

乗
り
組
む
海
員
に
休
日
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
協
定
に
定
め
る
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
へ
の
休
日
の
付
与
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
航
海
中
（
操
業
期
間
中
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
与
え
る
べ
き
休
日
の
日
数
は
、
当
該
航
海
中
の
日
数
の
合
計
を
七
で
除
し
て
得
た
日
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
航
海
中
に
与
え
る
べ
き
休
日
を
当
該
海
員
が
乗
り
組
む
指
定
漁
船
の
国
内
の
港
へ
の
入
港
（
臨
時
の
入
港
を
除
く
。
）
の
日
（
当
該
海
員
が
日
本
国
外
の
港
で
下
船
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
船
の
日
）
の
翌
日
以
降
に
与

え
る
場
合
に
は
、
当
該
航
海
中
の
日
数
及
び
当
該
休
日
の
日
数
の
合
計
を
七
で
除
し
て
得
た
日
数
以
上
の
休
日
を
速
や
か
に
与
え
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
協
定
（
労
働
協
約
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
有
効
期
間
の
定
め
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
協
定
の
届
出
は
、
当
該
協
定
書
及
び
別
記
様
式
に
よ
る
届
出
書
（
協
定
の
更
新
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
協
定
書
）
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
時
間
外
労
働
）

第
九
条
　
船
長
は
、
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
条
及
び
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
労
働
時
間
の
制
限
を
超
え
て
海
員
を
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



（
割
増
手
当
等
）

第
十
条
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
時
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
通
常
の
労
働
時
間
の
報
酬
（
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
報
酬
以
外
の
報
酬
、
家
族

手
当
、
乗
船
を
理
由
と
し
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
及
び
船
舶
の
航
海
又
は
積
荷
の
態
様
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
報
酬
を
除
く
。
）
の
計
算
額
の
三
割
増
以
上
の
額
の
割
増
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
酬
の
全
部
又
は

一
部
が
歩
合
に
よ
つ
て
支
払
わ
れ
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
船
長
は
、
帳
簿
を
船
内
に
備
え
置
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
海
員
の
全
て
が
割
増
手
当
を
支
払
わ
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
海
員
の
氏
名
及
び
職
名

二
　
時
間
外
に
労
働
し
た
年
月
日

三
　
時
間
外
の
労
働
時
間
、
作
業
の
種
類
及
び
そ
れ
に
相
応
す
る
手
当
額

四
　
割
増
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支
払
年
月
日
及
び
支
払
金
額

（
適
用
除
外
）

第
十
一
条
　
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
海
員
が
船
長
の
命
令
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
人
命
、
船
舶
若
し
く
は
積
荷
の
安
全
を
図
る
た
め
又
は
人
命
若
し
く
は
他
の
船
舶
を
救
助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
作
業

二
　
防
火
操
練
、
救
命
艇
操
練
そ
の
他
の
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
作
業

三
　
航
海
当
直
の
通
常
の
交
代
の
た
め
に
必
要
な
作
業

２
　
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
甲
板
部
、
機
関
部
又
は
無
線
部
の
最
上
位
に
あ
る
職
員
で
航
海
当
直
を
し
な
い
者
及
び
事
務
長

二
　
医
師
及
び
専
ら
看
護
に
従
事
す
る
者

三
　
操
業
を
指
揮
す
る
者

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
に
係
る
第
三
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
航
海
中
で
あ
る
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員

に
つ
い
て
は
、
当
該
航
海
が
終
了
す
る
日
）
ま
で
の
間
は
、
同
号
中
「
四
十
時
間
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
十
四
時
間
以
内
（
停
泊
中
（
入
出
港
日
を
除
く
。
）
に
お
け
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
四
十
時
間
以
内
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
二
月
七
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
元
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
船
舶
に
乗
り
組
む
海
員
に
つ
い
て
は
、
航
海
終
了
日
ま
で
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
漁
業
（
さ
ん
ま
漁
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
漁
船
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
も
の
に
乗
り
組
む
海
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
海
が
終
了
す
る
日
ま
で
は
、
同
令
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
六
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
船
舶
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
海
が
終
了
す
る
日
ま
で
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日

に
関
す
る
省
令
第
三
条
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
七
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
船
舶
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
海
が
終
了
す
る
日
ま
で
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る

省
令
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
上
運
送
事
業
の
活
性
化
の
た
め
の
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
船
員
法
施
行
規
則

第
四
十
二
条
の
九
の
改
正
規
定
及
び
第
九
条
中
指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令
第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
（
第
八
条
の
二
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

別記様式（第八条の二関係）（日本産業規格Ａ列４番）

協 定 届 出 書

年 月 日
地方運輸局長

殿
運輸監理部長

船舶所有者の住所

及び氏名又は名称

主たる船員の労務
管理の事務を行う
事務所の所在地及
び名称

指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第八条の二第一項の
協定を締結したので、別紙協定書を添え、届け出ます。

記

１ 使用する船員数 人

２ 労働組合加入者数等 人

３ 労働組合の名称等

記載心得
１ 労働組合加入者数等は、当該協定を締結した労働組合の加入者数又は船員の過半
数で組織する労働組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船員の
数を記載すること。

２ 労働組合の名称等は、当該協定を締結した労働組合の名称又は船員の過半数で組
織する労働組合がない場合において船員の過半数を代表する者の氏名及び住所並び
に選出方法を記載すること。
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